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共生社会の実現を推進するため認知症基本法」がつくるこれからの社会

〇認知症の人の基本的人権の尊重が明記されています。過去の認知症への
取り組みを振りかえっての、大きな前進で基本的な柱です

〇国民が認知症のことを正しく知るための「新しい認知症観」の啓発を行
政や企業などとともに大きな輪で進めることができます

〇認知症の人やその家族等が、自分らしく認知症とともに生きるための社
会のありようを網羅し示しています。

〇認知症の人や家族等の参画が共生社会の実現に向けてのキーワードで、
今までほとんど体験したことがない取り組みです。

〇「治りたい」「働き続けたい（認知症の人も家族も）」への商品・医学
や薬の研究・開発や就労・福祉環境の整備がもっと加速度をもって進む
と期待しています。
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認知症の人と家族の会はこの法律の成立にあたり声明を出しました
2023年6月

「認知症になっても安心して暮らせる社会実現に向けての大きな第一歩」と題し

・日本における認知症への基本的な考えが明示され、認知症になっても安心し
て暮らせ、認知症の人もその家族も認知症とともに自分らしい人生を歩むこ
とができる社会づくりへの大きな一歩を踏み出した法律である。

・今後、認知症に関してのさまざまな取り組みが大きく前進すると期待
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課題
〇まだまだ、「認知症の人は何もできない、わからない人」との古い認
知症観は根強い

認知症の人のメッセージの発信は、聴いた人々の認識を変容させていま
す。
希望大使など、認知症の人の発信の機会を多くしていくことが重要です。

多くの専門職が「新しい認知症観」等の研修を受講できる機会が増える
のも大事です

〇認知症の人や家族等の参画の実行は、言うは易し行うは難し
国の基本計画案には本人ミーティングの場などに行政などの担当者が出
向くなどの記載があります。

リラックスできる場で、何を話してもいいなどのメッセージがあり、自
由な話し合いから真のニーズや思いが出てきます。
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認知症の人と家族の会では2022年に「認知症にやさしいまち」の提言を作成
しました。

これは共生社会の実現につながる地域づくり（まちづくり）で、具体的なま
ちのイメージや地域の人々の動きを示しています。
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